
宮城県

要配慮者利用施設が作成する
避難確保計画について

令和２年１２月１６日（水）

宮城県土木部

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
宮城県土木部（河川課/防災砂防課）の＿＿と申します。今日は要配慮者利用施設の避難確保計画作成についてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今日は、①要配慮者利用施設の避難確保計画作成の義務化について②避難確保計画作成の前に確認しておくこと③避難確保計画の具体的な内容・作成方法④実効性のある避難確保計画作成に向けた計画の見直しと４つのテーマに分けてお話しさせていただきます。
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１要配慮者利用施設の避難確保
計画作成の義務化について
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、要配慮者利用施設の避難確保計画作成の義務化についてご説明いたします。
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要配慮者利用施設とは

○高齢者，障害者，乳幼児，児童，妊婦，病人等，防災上の配慮を要する者

の利用する施設。(水防法第１５条第１項第４号，土砂災害防止法第８条第１項第４号)

○要配慮者利用施設は，県内に約8,000施設。

要配慮者利用施設の定義

①社会福祉施設

老人福祉施設，身体障害者社会参加支援施設，
障害者支援施設，地域活動支援センター，
福祉ホーム，障害福祉サービス事業所，
保護施設，児童福祉施設，母子・父子福祉施設
障害児通所支援事業所，母子健康センター等

②特別支援学校，幼稚園

③病院，診療所，助産所 等々

要配慮者利用施設の種類

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
要配慮者利用施設については，皆さん既にご存じかとは思いますが，高齢者，障害者等，防災上の配慮を要する方が利用する施設をいいます。
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台風10号が岩手県大船渡市に上陸。これに伴う大雨により小本川が氾濫し，岩泉町の認知

症高齢者グループホームにおいて，入所者９人が亡くなる被害が発生した。

平成28年8月30日

①大雨警報や洪水警報等が発令されており，市町村は避難勧告の発令基準を満たしていることを認
識していたにも関わらず，緊急時の混乱で警戒情報等が適切に市町村長に伝わらなかったため，確
実な避難勧告の発令ができなかった。
②防災情報が要配慮者利用施設の管理者等に十分理解されておらず、また，避難確保計画の策定や
避難訓練が十分に実施されていないため，早期避難行動に踏み切れなかった。

課題

・水防法及び土砂災害防止法が改正となり，洪水による浸水が想定される区域内や
土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設（※）の管理者は避難確保計画の作成及
び避難訓練の実施が義務付けられた。

※市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象。

・施設管理者が計画を作成しない場合には，市町村長が必要な指示を行い，それに
従わない場合にはその旨が公表されることとなった。

・作成した計画は市町村に提出する必要がある。

平成29年6月19日

要配慮者利用施設の避難確保計画作成の義務化について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
要配慮者利用施設が作成する避難確保計画について，作成が義務化されたのは，平成２９年の水防法及び土砂災害防止法の改正によるものです。平成２９年以前は，努力義務でありましたが，平成２８年８月３０日の台風１０号時に岩手県を流れる小本川が氾濫し，高齢者グループホームの入所者９名が亡くなる被害が生じたことが契機となり，法改正されました。なお，区域内に存する全ての施設が作成が義務化されているわけではなく，水防法及び土砂災害防止法において，地域防災計画に定められた要配慮者利用施設（名称や所在地等を掲載）について，避難確保計画の作成及び計画に基づく避難訓練が義務化されます。
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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成義務化を踏ま

え，各施設には速やかな避難確保計画の作成が求められます。

計画の作成に当たっては，

①避難確保計画作成の必要性に関する理解を深め，
計画作成に着手する

②計画作成方法や記載すべき計画内容を学び，
計画を完成させる

③作成した計画をより実効性のあるものにするため，
見直し・改善を図る

ことが重要！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
計画作成義務化を踏まえて、各要配慮者利用施設には速やかな避難確保計画の作成が求められます。計画の作成に当たっては、①まず計画に着手し、②計画を完成させ、③作成した計画を見直しより良い計画に作り替えていくことが重要となります。
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作成する前にポイントを押さえましょう！

避難確保計画を作成するには

ポイント③

ポイント②

ポイント①

避難確保計画作成の必要性に関する
理解を深める

計画作成方法や記載すべき計画内容
を理解し、具体的な内容を検討

作成した計画をより実効性のあるもの
にする

・災害リスク及び区域指定（洪水浸水想定
区域・土砂災害警戒区域）の理解

・ハザードマップの理解
・避難方法の理解

・防災体制の確立
・防災関連情報の入手先の把握
・「いつ」「どこに」「どのように」避難

するかを検討・整理

・避難訓練により作成した計画を確認
・「自助」（施設単独）だけでなく

「共助」（地域連携）の視点からの
計画見直し

①計画作成の前に

②計画の作成

③計画の見直し
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
避難確保計画作成の前にポイントを押さえましょう。まず、計画を作成する前に、計画作成に必要な情報や用語の理解を深めましょう。次に計画の作成方法や具体的に記載すべき内容を検討しましょう。最後に、作成した計画をより実効性のあるものにするため、避難訓練等の実施により計画の確認・見直しを行いましょう。本日の講義では、計画の前段階として、水害や土砂災害のリスク及び区域指定や、防災関連情報の入手方法など、避難確保計画作成に必要な情報を中心に説明させていただきます。
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２ 計画作成の前に
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「計画作成の前に」と題しまして、①水害・土砂災害リスクと区域指定について、②ハザードマップについて、③警戒レベルと避難情報について、④避難方法についての４点について説明いたします。
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・ 要配慮者（高齢者・障害者・乳幼児その他特に配慮を要す
る者）は、一般的な住民と比較して、避難等に多くの時間を
要する可能性があり、逃げ遅れによる被害が多い。

・ 水害時、土砂災害時の適切な判断には、平常時からの事前
イメージが重要。

・ 災害時に起こりうる状況をイメージするためには、施設敷
地や施設周辺の水害・土砂災害リスクへ理解を深めることが
重要。

・ 「いつ」「どこに」「どうやって」避難するかを事前に検
討・整理しておくこと。

避難確保計画作成の必要性に関する理解を深めましょう！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
高齢者・障害者・乳幼児等の要配慮者は、一般的な住民と比較して、行動面での制限等から避難に多くの時間を要し、逃げ遅れによる被害が多いことから，早い段階での避難行動を開始する必要があります。こうした要配慮者の特性を踏まえて、災害時に適切な判断を行うためには、施設や周辺の水害・土砂災害リスクへの理解を深め、災害時に起こりうる状況を事前にイメージし、「いつ」「どこ」「どうやって」避難するかを整理することが重要です。
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